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１ 募集内容 

    公益財団法人さいたま市産業創造財団（以下「財団」という。）の常務理事の候補者を募集しま

す。 

候補者に選考された後、財団の評議員会、理事会において選任された場合に、常務理事となるこ

とができます。 

募集区分 職務の概要 募集人数 

常務理事 

候補者 

理事会の方針、さいたま市の施策の実施機関としての役割等に

従い、理事長を補佐し、当法人の日常業務全般に渡って職員を指

揮、監督し、適正かつ健全な財団運営・経営を実現するため、必

要な業務の処理を行います。 

１名 

 

２ 求める人材のイメージ 

・財団の常務理事として必要な経営理念や経営能力を有し、公益と経営のバランス感覚と実行力、

管理能力のある人材を募集します。 

・財団の健全な発展を実現するため、地域産業の活性化に対する見識を有し、国・県等の関係行政

機関や関係支援機関との円滑な連携体制、協力関係を構築できる調整能力と行動力のある人材を

募集します。 

 

３ 主な応募日程（詳しくは、次項以降を必ず参照のこと。） 

 

４ 応募資格 

（１）次のいずれかの要件を満たす者とします。 

  ア 日本国籍を有する者 

  イ 出入国管理及び難民認定法による永住者 

  ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法による

特別永住者 

（２）次のすべての要件を満たす者とします。 

受付期間（郵送） 

令和８年２月２日（月）～２月２７日（金）17時【必着】 

※ 必ず特定記録郵便により申し込んでください。 

１次選考（書類選考）  令和８年３月 ９日（月） 

２次選考（面接選考）  令和８年３月２３日（月） 

公益財団法人さいたま市産業創造財団 

常務理事候補者 募集案内 
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ア 令和８年６月定時評議員会の日から、財団において職務を遂行できる者 

イ 法人等において役員や管理職などのマネジメント業務の経験を５年以上有する者又はそれと

同等の経験を有する者 

ウ 財団の事業を理解し、適正かつ健全な財団運営・経営に貢献する意欲のある者 

エ 財団が所有する企業等の情報を漏洩並びに自己又は第三者の利害関係のために使用すること

がなく（役員退任後も含む。）、公平性、平等性及び透明性を持って業務を遂行できる者 

（３）ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。 

ア 破産者、成年被後見人又は被保佐人 

イ 物品の製造若しくは販売若しくは財団の事業に関連する業務の請負を業とする者で、財団と

取引上密接な利害関係を有する者又はこれらの者が法人であるときはその役員（同等以上の職

権又は支配力を有する者を含む。） 

ウ 財団が所有又は管理する施設を使用して事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはそ

の役員（同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。） 

エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年６月２日法律第４９号）

第６条第１号に規定する欠格事由イからニのいずれかに該当する者 

      ［参考］ 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年６月２日法律第４９号） 

（抜粋） 

（欠格事由）  

第６条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受け

ることができない。  

１  その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

イ 公益法人が第２９条第１項又は第２項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの

原因となった事実があった日以前１年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日か

ら５年を経過しないもの 

ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成１８年法律第４８号。以下「一般社団・

財団法人法」という。）若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成３年法律第７７

号）の規定（同法第３２条の３第７項 及び第３２条の１１第１項 の規定を除く。）に違反したことによ

り、若しくは刑法 （明治４０年法律第４５号）第２０４条 、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２

第１項、第２２２条若しくは第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６

０号）第１条、第２条若しくは第３条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中

偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、

若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を

経過しない者 

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（第６号において「暴力団

員等」という。） 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%88%ea%94%aa%96%40%8e%6c%94%aa&REF_NAME=%88%ea%94%ca%8e%d0%92%63%96%40%90%6c%8b%79%82%d1%88%ea%94%ca%8d%e0%92%63%96%40%90%6c%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%96%5c%97%cd%92%63%88%f5%82%c9%82%e6%82%e9%95%73%93%96%82%c8%8d%73%88%d7%82%cc%96%68%8e%7e%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%93%af%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8e%4f%91%e6%8e%b5%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003200300000007000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003200300000007000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003200300000007000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%88%ea%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003201100000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003201100000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003201100000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8e%6c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000020400000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000020400000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000020400000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%8e%b5%8e%b5&REF_NAME=%96%5c%97%cd%92%63%88%f5%82%c9%82%e6%82%e9%95%73%93%96%82%c8%8d%73%88%d7%82%cc%96%68%8e%7e%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%98%5a%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000006000000000
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５ 提出書類等 

申込書等の様式は、財団のホームページからダウンロードしてください。 

  （https://sozo-saitama.or.jp/） 

※ 次項に示す受付期間の範囲外の場合は、理由の如何を問わず受理できません。また、記載事項

の不備や提出書類の不足等がある場合も受理できませんので注意してください。 

※ 提出された書類等は返却しません。 

 

６ 申込方法 

受付期間 令和８年２月２日（月）～２月２７日（金）１７時【必着】 

窓口・郵送先  本募集案内の「１０ 問い合わせ・応募申込先」に同じ。 

※ 郵送の場合、必ず特定記録郵便により申し込んでください。普通郵便で申し込みした場合

の事故については、責任を負いません。 

※ １次選考結果は郵便で送付しますが、面接日の３日前までに届かない場合は、「１０ 問い

合わせ・応募申込先」まで、電話等で確認してください。 

 

７ 選考方法等 

選考方法 １次選考 ２次選考（１次選考通過者のみ） 

選 考 日 令和８年３月９日（月） 令和８年３月２３日（月） 

集合時刻 ― １次選考結果通知により連絡します。 

場 所 ― (公財)さいたま市産業創造財団事務所室 

選考内容 書類選考 面接選考 

結果通知 

令和８年３月１１日（水）に、各応募者

あてに発送します。 

令和８年４月下旬に、２次選考受験者あ

てに発送します。 

結果についての電話等でのお問い合わせにはお答えしません。 

 

① 申 込 書 

 （別紙 様式１） 

・様式１の記載事項に従って記入のうえ、写真（縦４㎝×横３㎝）を申込

書に必ず貼ること。 

② 小 論 文 

 （別紙 様式２） 

・様式２に示す課題に沿って、応募者本人が、自筆又はパーソナル・コン

ピュータ等により1,000字から1,200字程度で作成すること。 

・Ａ４縦長用紙又は原稿用紙等の使用も可。ただし、様式２に準じ、冒頭

に「課題名」「氏名」を記入のうえ、横書きで記入すること。 

③ １次選考結果通知 

 返信用封筒 

・３２０円分（特定記録郵便料金含む。）の切手を貼付し、あて先に応募

者の郵便番号、住所、氏名を記入した定形封筒。 
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８ 決定通知から常務理事就任まで 

（１）候補者の決定通知後、応募資格がないと判明した場合や申込書等の記載に虚偽又は不正があ

ることが判明した場合は、決定を取り消します。 

（２）令和８年６月に予定される評議員会・理事会において選任された後に、正式に常務理事とな

ります。 

（３）候補者として内定後又は役員就任後の健康診断の結果、心身の故障のため職務の遂行に支障

があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合には、内定の取り消し、又は評議員

会において役員を解任します。 

 

９ 任期、報酬等 

（１）任期 

役員の任期は、正式な就任から２年間（令和１０年６月定時評議員会の日まで）です。 

ただし、当該役員として能力、資質が不適格と判断された場合には、任期途中で解任される

可能性もあります。 

（２）報酬等 

当該役員には、財団の規程に基づき、報酬、通勤手当及び賞与（現行２.４５ヶ月分）が支給

されます。なお、退職金はありません。 

職 報酬月額 

常務理事 ４６３，７００円 

（３）執務時間 

基本的には、月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分の間は、財団の役員として

執務していただきます。ただし、勤務時間、休暇の定めはありません。 

 

１０ 問い合わせ・応募申込先 

〒３３８－０００２ 

さいたま市中央区下落合５－４－３   さいたま市産業文化センター ４階 

公益財団法人さいたま市産業創造財団 企画総務課 

電話   ０４８－８５１－６６９６ 

E-mail  soumu@sozo-saitama.or.jp 

 

mailto:soumu@sozo-saitama.or.jp
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公益財団法人さいたま市産業創造財団 常務理事候補者選考 申込書 

 

募集区分 常務理事候補者 

※受験番号 (記入不要) 

ふりがな  
 

写真貼付欄 

・３か月以内に撮影 

したもの 

・上半身、無帽、 

正面向き 

・縦４㎝×横３㎝ 

・写真の裏面に 

氏名を記入のこと 

氏  名 
 

（男・女） 

生年月日     年  月  日（満    歳） 

国  籍  

ふりがな  

現 住 所 

（連絡先） 

〒 

 

自宅電話   －   －     携帯電話   －   －      

現在の勤務先

及び役職名 

 

 学歴（最終学歴から遡って記入のこと） 

学 校・学 部・学 科 名 修 学 期 間 卒業・修了・中退の別 

 

 

年  月から 

年  月まで 
 

 

 

年  月から 

年  月まで 
 

 職歴（最終職歴から遡って記入のこと） 

※同一企業等内で部課等や役職名等が変更した場合には、それぞれ別の欄に記入してください。 

勤務先（会社名） 所属・役職 
期   間 

職 務 内 容 

 
 

 
年  月から 

 

年  月まで  

  

年  月から 

 

年  月まで  

様式１ 
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勤務先（会社名） 所属・役職 
期   間 

職 務 内 容 

  

年  月から 

 

年  月まで  

  

年  月から 

 

年  月まで  

  

年  月から 

 

年  月まで  

  

年  月から 

 

年  月まで  

  

年  月から 

 

年  月まで  

  

年  月から 

 

年  月まで  
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 免許・資格等 

 名   称 取得年月日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 賞罰 

 

 

 志望理由及び自己ＰＲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、公益財団法人さいたま市産業創造財団の常務理事候補者選考に応募します。 

なお、私は募集案内に掲げてある応募資格をすべて満たしており、この申込書の記載事項は、事

実と相違ありません。 

 

(申込書の記入日)      年   月   日 

 

氏名（自署）                 
 

※ 申込書の記入日と氏名は必ず、自筆で記入してください。 
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公益財団法人さいたま市産業創造財団 常務理事候補者選考 小論文 

 

1,000～1,200字程度(Ａ４用紙２～３枚程度)で記載してください。           

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

課題 

公益財団法人さいたま市産業創造財団の常務理事と

しての役割をどのように認識して、そのためになす

べきこと 

氏名  

様式２ 
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